
別称（t）

露光拳租び共通入場券販頂・に陶＝する取決書

　京都大学韻声瘡寿実筆所婦輿合（μ下．甲と称耳る）ど稼弐含杖番所山

植物一園（以下乙と称寸る）との陶に下記の取まめが成立した岨

　これz承認了芦証・とし7甲疋び乙は各剛唱名抹印した本取刃書と各

一部宛所持マるこどとす奇．

　　　　　　　　　　　　　　　謡1

1．甲乃び乙柚月七バス株式会杖との固で結んだ協定にもどす‡発行∫叱

　仁観光考ζ水旅館一喝植物園某一通λ場者乞含ち）と甲ば水族館八口に

　て卿取り・末重爪楊挙を受けとう。

2，・甲！よ留光．券のうち水族鰭入揚料に対しノーZぽ賓尤券のづち動種物国人

甥料に対しノび乏れ7／ぐニセントと靖料．として朗牝ベス桐勾士

　に支棉う一

ユ1折二頂に証した八場料は朗尤バZオ幸式会社よ∴）妄一払われに当日ノ甲乙

　四名の固亡桶箪丁る、

斗町航献紅利．胴し引）水路・飾園の八場希蟻／こ対してノ・

水鯨・跡謀厨勝（以ヰ○円、小人20句・Z特等る。但

　〕司葬の調製は乙．の負堀一と亨」竜一、

5共通ハ蝪拳のうケ禰勿慶八場料1ま萄一員の粕章時に甲よリ乙1こ手交耳う，

G，Z卿耳1重に記しE甲の乙に祥」してぼさ帆日サービ又に対して乙に妻

払りれ口場料憩額のうぺ一セントを予数料として甲仁れう岳

ア乙1故千項に記したサーご7に対し種物園八場料穆■複の6パーて・）ト

　を李萩．料とし．て甲1に受払う曲

8。乙ば軍に於て取扱った灸重♂君発行仰圃重券の回収穏金領のZ0）布の



　2ハD一七）トz三手専2料ビして甲に受払う。

g㍗博物館前広場の美t足背己タ善一は甲Zの共同・責任ヒし、を刈に零すス

る一??X互析羊とする．

1σこの販宋めの有効期向ほ1ケ年とし、期限の1ヶ胃以前までにこ仰

　耳采夫めに対し異許可‡ヒきほ期限之更にけ年延長下Iうことがぞき

　妻1

欄今ノ甲乙両名は本取去舳結稗に則リ行員の立場と尊霊しに仁、

舘ど続ごて昨1一 ?pび蓬沈副こ対し帥／て寄与する

　ことと誓苅すう、

瑚リ

1，李取末書肺耐ヨ十年年印日2段て帯効丁る，

2、爾今、師知29車5目16日神結の「観光奔取項に約する取去葦二」ほ

、拝吏朽。
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